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○小林市条件付一般競争入札（事後審査型）実施要領 

平成21年３月10日 

告示第44号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、小林市が発注する建設工事の品質確保を図りつつ、入札・

契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるとともに、入札参加者の負担

軽減及び入札事務の効率化を図ることを目的に参加資格の審査を入札執行後

に行う方式（以下「事後審査型」という。）による条件付一般競争入札につ

いて小林市財務規則（平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 条件付一般競争入札 一般競争入札のうち、地方自治法施行令（昭和

22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の５の２の規定による入札

方法をいう。 

(２) 単体等 単独の法人である場合又は中小企業基本法（昭和38年法律第

154号）第２条第１項に規定する中小企業者が継続的な協同関係を確保する

ことにより経営力及び施工能力を強化する目的で協定書により１年間若し

くは数年間にわたり継続することを定めている経常型の共同企業体である

場合をいう。 

（対象工事） 

第３条 この告示の対象となる建設工事は、設計金額が土木工事は2,000万円以

上、建築工事は7,000万円以上のものとする。ただし、災害復旧工事について

は、この限りでない。 

（入札参加資格） 

第４条 入札に参加する者（共同企業体（以下「JV」という。）で参加する場
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合における当該JVの構成員を含む。）に共通して必要な入札参加資格は、次

のとおりとする。 

(１) 令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 建設工事について、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱（平

成19年小林市告示第163号。以下「資格要綱」という。）第７条の認定を受

けている者であること。 

(３) 入札公告日から開札日までのいずれの日においても、資格要綱第11条

の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(４) 電子交換所における取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の

事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(５) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に規定する更正手続開始の

申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に規定する再生手続

開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、第２号に

掲げる競争入札参加資格に係る認定を受けている者であること。 

(６) 民事執行法（昭和54年法律第４号）による差押等金銭債権に対する強

制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け

支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常

態となったと認められる者でないこと。 

２ 前項に規定するもののほか、建設工事に係る入札に参加する者に共通して

必要な入札参加資格は次のとおりとする。 

(１) 建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次に掲げる事項に

該当する者でないこと。ただし、当該入札において競争性が確保されない

と市長が認めるときはこの限りでない。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はそ

の出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者 

イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を

兼ねている場合における当該建設業者 
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３ 前２項に定めるもののほか、建設工事ごとに次の各号に規定する事項を入

札参加資格として定めることができるものとする。 

(１) 事業所の所在地に関する事項 

(２) 資格要綱第３条第２項に規定する等級区分に関する事項 

(３) 建設工事に関する同種又は類似の工事に関する事項 

(４) 建設工事に必要と認められる技術者に関する事項 

(５) その他入札参加資格として必要と認められる事項 

４ JV又は事業共同組合として建設工事に係る入札に参加する場合には、その

構成員又は組合員である者は、単独で当該入札に参加することはできないも

のとする。 

（事業所の所在地に関する事項の設定の基本的な考え方） 

第５条 入札参加資格としての事業所の所在地に関する事項の設定に当たって

は、小林市に主たる営業所（本店）を有する者（以下「市内業者」という。）

で、資格要綱第７条第１項の規定による資格の認定を受けた者を対象とする

ことを原則とする。ただし、特殊な工事である等の理由により小林市内業者

では競争性が確保できないと認められる場合には、小林市内業者以外の者を

入札に参加させることができる。 

（最低制限価格の設定） 

第６条 この告示による建設工事に係る入札においては、最低制限価格を設け

るものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 

（入札参加資格における小林市建設工事等指名審査会の意見の聴取） 

第７条 市長は、第４条の参加資格及び令第167条の６の規定による公告（以下

「入札公告」という。）の内容について、あらかじめ小林市指名競争入札参

加者の指名基準等に関する要綱（平成19年小林市告示第164号）第５条に規定

する小林市建設工事等指名審査会（以下「指名審査会」という。）の意見を

聴くものとする。 

２ 市長は、前項の意見聴取を行おうとするときは、条件付一般競争入札参加
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資格調書（様式第１号）を指名審査会に提出するものとする。 

（現場説明会） 

第８条 入札に係る現場説明会は、原則として開催しないものとする。 

（入札の公告） 

第９条 入札公告は、建設工事を発注する課（以下「発注課」という。）にお

いて、市役所掲示場への掲示並びに小林市ホームページ（以下「市ホームペ

ージ」という。）及び入札情報サービスシステムへの掲載により行うものと

する。 

２ 前項の公告は、次に掲げる日までに行うものとする。 

(１) 予定価格が5,000万円以上の建設工事については、開札日の前日から起

算して15日前（小林市の休日を定める条例（平成18年小林市条例第２号）

第２条に規定する市の休日（以下「休日」という。）及び８月13日から８

月15日までの日を除く。以下日数の規定について同じ。）までとする。 

(２) 予定価格が5,000万円未満の建設工事については、開札日の前日から起

算して10日前までとする。 

（入札説明書等の閲覧等） 

第10条 発注課においては、次に掲げる書類（以下「入札説明書等」という。）

を公告日から開札日まで閲覧に供するものとする。 

(１) 入札公告の写し 

(２) 条件付一般競争入札公告共通事項書 

(３) 特記仕様書 

(４) その他業務の内容を把握するために必要と認められる設計書及び工事

図面等の資料 

２ 入札説明書等は、原則として入札に参加しようとする者がダウンロードで

きる形式で市ホームページに掲載するものとする。ただし、技術的な理由等

によりホームページに掲載することが困難な場合は、発注課において閲覧さ

せるものとする。 
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３ 前項における閲覧を行う場合は、業者の閲覧時間が重ならないよう配慮し

て行うこととする。 

（入札説明書等に関する質問及び回答） 

第11条 入札説明書等に関する質問は、公告日から開札日の前日から起算して

４日前の日までに発注課において入札に関する質問票（様式第２号）を電子

メールで受け付けるものとする。 

２ 質問に対する回答は、開札日まで市ホームページに掲載することにより行

うものとする。 

（入札参加手続） 

第12条 入札に参加しようとする者は、開札日の前日から起算して３日前の日

までに入札参加届出書（申請書）（単体等の場合は様式第３号、特定建設工

事共同企業体の場合は様式第４号）を発注課に正副２部提出するものとする。 

２ 前項の入札参加届出書を受理した発注課の長は、入札参加届出書（受付書）

（単体等の場合は様式第３号、特定建設工事共同企業体の場合は様式第４号）

１部を速やかに交付しなければならない。 

３ 入札に参加しようとする者が参加受付書を受理した後、都合により入札に

参加できなくなった場合には、辞退届（様式第５号）を提出しなければなら

ない。 

（入札保証金） 

第13条 入札保証金は、財務規則第97条から第100条までの規定による。 

（工事費内訳書の提出） 

第14条 入札者は、入札書とともに工事費内訳書を提出するものとする。 

（落札候補者の決定等） 

第15条 開札後、建設工事については予定価格の範囲内で最低制限価格以上の

価格をもって入札した者のうち最低価格で入札したものを落札候補者とし、

速やかに落札候補者通知書（様式第６号）により電子メール又はファックス

で通知するものとする。 
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２ 前項の最低価格で入札した者が２者以上いる場合においては、当該価格で

入札した者の全てを落札候補者とし、くじにより落札候補者の順位を決定す

る。 

３ 市長は、落札候補者について入札参加資格の確認（以下「資格確認」とい

う。）を行うため、落札決定を保留するものとする。 

（不調時の取扱い） 

第16条 落札候補者がいない場合は、日時を改めて入札に付すものとする。 

（入札参加資格確認申請） 

第17条 市長は、落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書

（単体等の場合は様式第７号、特定建設工事共同企業体の場合は様式第10号。

以下「申請書」という。）及びそれぞれ次に掲げる入札参加資格確認資料（以

下「添付資料」という。）の提出を求めるものとする。 

(１) 単体等の場合 

ア 同種工事施工実績調書（様式第８号） 

イ 主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書（様式第９号） 

ウ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書 

エ 経営事項審査結果通知書の写し 

オ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類 

(２) 特定建設工事共同企業体の場合 

ア 建設業許可調書（様式第11号） 

イ 同種工事施工実績調書（様式第12号） 

ウ 主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書（様式第13号） 

エ 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書 

オ 経営事項審査結果通知書の写し 

カ 特定建設工事共同企業体協定書 

キ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類 

２ 申請書及び添付資料（以下「申請書等」という。）の提出は、市長が提出
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を指示した日の翌日から起算して２日以内に落札候補者が発注課に持参する

ことにより行うものとする。 

３ 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めないものとする。 

４ 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために市長が

行う指示に従わない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とする。 

５ 当該入札の落札候補者が複数工事の落札候補者となり、いずれかの工事に

しか技術者を配置できない等の理由により工事を施工できないと判断した場

合は、発注課に連絡した上で入札参加資格確認辞退届（様式第14号）を提出

するものとする。なお、入札参加資格確認辞退届は落札候補者となった時期

が遅い工事に対して提出するものとする。 

６ 市長は申請書等が提出された日の翌日から起算して２日以内に資格確認を

行うものとする。ただし、資格確認に疑義が生じた場合は、この限りでない。 

７ 市長は、審査結果を入札参加資格審査結果調書（様式第15号）により取り

まとめ、申請書等とともに保管するものとする。 

（落札者の決定等） 

第18条 市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが

認められた場合には、当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果

を入札参加資格確認結果通知書（様式第16号。以下「確認通知書」という。）

により、落札者に通知するものとする。 

２ 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合においては、確認通

知書により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該

理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。 

３ 市長は、第15条第２項による２者以上の落札候補者がいる場合において、

当該第１位の落札候補者から入札参加資格確認を行うものとする。 

（次順位者の資格確認） 

第19条 市長は、第１位の落札候補者に入札参加資格がないとした場合は、次

順位者又は次に低い価格で入札した者を落札候補者として参加資格の審査を
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行うものとし、以後参加資格を満たす落札候補者が確認できるまで予定価格

の範囲内で入札価格の低い価格を入札した順に参加資格の審査を行うものと

する。 

２ 前項の規定による資格確認は、入札参加資格がないとされた落札候補者に

前条第２項に規定する通知をした日から行うことができる。ただし、当該落

札候補者から次条第１項に規定する説明を求める書面を受理したときは資格

確認を中断するものとし、第17条第６項に規定する期間を算定するに当たり、

当該中断の期間を除くものとする。 

（入札参加資格がないとした者に対する理由の説明） 

第20条 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を

受理した日の翌日から起算して２日以内に、市長に対して再審査申出書（様

式第17号）により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができ

る。 

２ 市長は、前項の再審査申出書を受理したときは、再度第17条第６項に規定

する資格確認を行い、当該書面を受理した日の翌日から起算して２日以内に、

当該説明を求めた者に対して回答書（様式第18号）により回答するものとす

る。 

３ 前項の回答に当たり、入札参加資格があると認める場合は、指名審査会の

審査を経て、入札参加資格がないとした確認通知書を取り消すとともに、入

札参加資格があるとする確認通知書により回答するものとする。 

４ 前項の場合に前条第２項の規定により他の落札候補者に対する資格確認を

中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、その

旨を入札参加資格確認中止通知書（様式第19号）により当該他の落札候補者

に通知するものとする。 

（費用の負担等） 

第21条 第17条に規定する申請書及び前条に規定する再審査申出書（以下「提

出書類」という。）の作成並びに提出に関する費用は、提出者の負担とする。 
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２ 提出書類は、入札参加資格確認以外の目的に使用しないものとする。 

３ 提出書類は、返却しない。 

（入札の無効） 

第22条 財務規則第102条の３に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する

者のした入札は無効とし、入札公告において明らかにするものとする。 

(１) 虚偽の申請を行った者のした入札 

(２) この告示及び入札公告等の規定に違反した者のした入札 

(３) 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札 

(４) 工事費内訳書の提出がない者のした入札 

(５) 入札金額と工事費内訳書の金額が一致していない場合において当該理

由を記載した理由書を提出していない者のした入札 

（入札結果等の公表） 

第23条 市長は条件付一般競争入札に付する建設工事は、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき入札及び

契約の過程並びに契約の内容等に関する事項を公表するものとする。 

（その他） 

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年８月１日告示第165―２号） 

この告示は、平成21年８月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月19日告示第77号） 

この告示は、平成22年３月23日から施行する。 

附 則（平成23年７月11日告示第142号） 

この告示は、平成23年７月11日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日告示第42号） 

この告示は、平成24年３月23日から施行する。 



10/30 

附 則（平成24年３月27日告示第75号） 

この告示は、平成24年５月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月１日告示第99号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、

第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規

定による改正前の告示による様式（次項において「改正前の様式」という。）

により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の

間、必要な修正を加えた上、使用することができる。 

附 則（平成26年３月４日告示第44号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月31日告示第61号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年２月21日告示第22号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年10月16日告示第229号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年11月14日告示第226号） 

この告示は、公表の日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第11条関係） 

様式第３号（第12条関係） 

様式第４号（第12条関係） 

様式第５号（第12条関係） 

様式第６号（第15条関係） 

様式第７号（第17条関係） 

様式第８号（第17条関係） 

様式第９号（第17条関係） 

様式第10号（第17条関係） 

様式第11号（第17条関係） 

様式第12号（第17条関係） 

様式第13号（第17条関係） 

様式第14号（第17条関係） 

様式第15号（第17条関係） 

様式第16号（第18条関係） 

様式第17号（第20条関係） 

様式第18号（第20条関係） 

様式第19号（第20条関係） 

 


